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高速道路上で車が自走できなくなった場合 

① ガードレールの外など安全な場所へ避難 

② 携帯電話から道路緊急ダイヤル（＃９９１０）または非常電話

（本線上１ｋｍ毎/トンネル内200ｍ毎に設置）から道路管制セ

ンターに事故・故障状況を通報 

③ 出口料金所の「一般」または「サポート」レーンをご利用のうえ

係員へお申し出ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合員調査票のお願い               令和６年８月下旬 

組合員調査票を８月下旬にお送りいたします。この調査は、所管

行政庁や西日本高速道路株式会社への報告等、組合運営に必要な

情報となります。ご回答いただいた内容は、当組合にて厳重に管理

し、所管行政庁及び西日本高速道路株式会社等への報告のみに利

用させていただきます。 
【変更がある場合】 
訂正・追記をご記入いただき、届出事項変更届のご提出をお願

いします。※登記簿謄本の写しの提出が必要な場合があります。 
【変更がない場合】 
変更なし欄へチェックをし、FAXをお願いいたします。 

ご多用のところお手数おかけいたしますが、お手元に届きましたら

ご回答下さいますようお願い致します。 
 
【雑感】オリンピックでは、アスリートの奮起した姿を見ると、とても勇
気をいただけました。努力を重ねてこられた姿、とても尊敬いたしまし
た。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

カードの不具合 / 不正通行対策強化月間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労基情報         ～業務改善助成金について～ 

 
 
 
 
 
 
業務改善助成金とは、事業場内で最も低い賃金（事

業場内最低賃金）を 30円以上引き上げ、生産性向上
に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資
等にかかった費用の一部を助成する制度です。 
令和６年度も引き続き実施しますが、一部変更があ

りますのでご注意ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
現在、成長と分配の好循環を実現するため、政府一

丸となって企業の生産性向上と賃金引上げに向けて
取り組んでいます。事業者の皆様方におかれましても、
本取り組みをご理解いただき、業務改善助成金の活
用などにより、賃金引上げについてご検討いただき
ますようお願いいたします。 
業務改善助成金、賃金引上げ特設ページは以下の

リンク先から確認いただけます。 
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お問い合わせは倉敷労働基準監督署 

TEL：086-422-8177まで 

 

 


